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袖ケ浦市議会定例会議案 
No.１ 

議案番号 件 名 等 関係部等 

議案 

第１号 

袖ケ浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

（主な内容） 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律により、就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部が改正されたことに伴い、引用している条項を整理する

ため、条例の一部を改正しようとするものである。 

施行日 令和５年９月１６日 

市民子育て

部 

議案 

第２号 

袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

（主な内容） 

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法

律が公布されたことに伴い、関係条文の整理を行うため、条

例の一部を改正しようとするものである。 

施行日 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を

改正する法律の施行の日 

都市建設部 

議案 

第３号 

令和５年度袖ケ浦市一般会計補正予算（第５号） 

（主な内容） 

財政部 

補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減 

２９３億 

１千４１万４千円 

２８７億 

４千８８万５千円 

５億 

６千９５２万９千円 

議案 

第４号 

令和５年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

（主な内容） 

市民子育て

部 

補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減 

６２億 

１千４０万６千円 

６２億 

３００万円 ７４０万６千円 

議案 

第５号 

令和５年度袖ケ浦市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

（主な内容） 

市民子育て

部 

補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減 

８億 

１千５９万６千円 

８億 

１千２００万円 △１４０万４千円

議案 

第６号 

令和５年度袖ケ浦市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

（主な内容） 

福祉部 

補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減 

４９億 

６千５４７万７千円 

４９億 

４千４００万円 ２千１４７万７千円 
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No.２ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

議案 

第７号 

令和５年度袖ケ浦市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 （主な内容） 

補正後の収益的支出予定額  補正前の収益的支出予定額 

１６億６千７７６万１千円  １６億６千７００万円 

予定額の増減 

７６万１千円 

補正後の資本的支出予定額  補正前の資本的支出予定額 

７億４００万１千円     ７億２００万円 

予定額の増減 

２００万１千円 

都市建設部 

議案 

第８号 

農業委員会委員の任命について 

（主な内容） 

 袖ケ浦市農業委員会委員 小倉哲也氏が令和４年５月９日

をもって辞任したため、新たに髙橋広幸氏を任命することに

ついて、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定によ

り、議会の同意を求めるものである。 

環境経済部 

農業委員会

事務局 

認定 

第１号 

令和４年度袖ケ浦市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 （主な内容） 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和４年度袖

ケ浦市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算を監査委員の意

見を付けて議会の認定に付するものである。 

財政部 

市民子育て

部 

福祉部 

認定 

第２号 

令和４年度袖ケ浦市下水道事業会計決算の認定について 

 （主な内容） 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和４年度

袖ケ浦市下水道事業会計決算を監査委員の意見を付けて議会

の認定に付するものである。 

都市建設部 

諮問 

第１号 

人権擁護委員の推薦について 

 （主な内容） 

 人権擁護委員 井上久子氏が令和５年１２月３１日をもっ

て任期満了となるため、同氏を再推薦することについて、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求め

るものである。 

企画政策部 

諮問 

第２号 

人権擁護委員の推薦について 

 （主な内容） 

 人権擁護委員 鈴木百合子氏が令和５年１２月３１日をも

って任期満了となるため、同氏を再推薦することについて、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求

めるものである。 

企画政策部 
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No.３ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

報告 

第１号 

令和４年度袖ケ浦市一般会計継続費精算報告について 

 （主な内容） 

 令和４年度で、宅地耐震化推進事業及び蔵波小学校校舎増

築事業の継続年度が終了したので、地方自治法施行令第１４

５条第２項の規定により継続費精算報告書を調製し、これを

報告する。 

財政部 

報告 

第２号 

令和４年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に

ついて 

 （主な内容） 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及

び第２２条第１項の規定により、令和４年度決算に基づく健

全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を付けて報

告する。 

財政部 

報告 

第３号 

専決処分の報告について 

 （主な内容） 

専決第７号 木更津市潮見２丁目８番地で発生した公用車に

よる車両物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定につ

いて 

１ 事 故 発 生 年 月 日 令和５年４月４日 

２ 事 故 発 生 場 所 木更津市潮見２丁目８番地 

３ 事 故 の 相 手 方 法人 

４ 市 の 損 害 賠 償 額 １４４，０００円 

５ 相手方の損害賠償額 なし 

企画政策部 

報告 

第４号 

専決処分の報告について 

 （主な内容） 

専決第８号 袖ケ浦市大鳥居４５６番地先（市道横田大鳥居

線）で発生した車両物損事故に係る和解及び損害賠償の額

の決定について 

１ 事 故 発 生 年 月 日 令和４年８月１６日 

２ 事 故 発 生 場 所 袖ケ浦市大鳥居４５６番地先 

（市道横田大鳥居線） 

３ 事 故 の 相 手 方 個人 

４ 市 の 損 害 賠 償 額 ２０，７８４円 

５ 相手方の損害賠償額 なし 

都市建設部 

 

 

 

 

 

 

 

-7-



No.４ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

報告 

第５号 

専決処分の報告について 

 （主な内容） 

専決第９号 電話料の支払遅延による損害賠償の額の決定に

ついて 

１ 損害賠償の相手方  法人 

２ 市 の 損 害 賠 償 額 ８円 

教育部 
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袖ケ浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ

て、それぞれ当該各号に定めるものにより、小学校就学前子どもの心身

の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならな

い。 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ

て、それぞれ当該各号に定めるものにより、小学校就学前子どもの心身

の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならな

い。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 認定こども園（認定こども園法第３条第１項又は第３項の認定を

受けた施設及び同条第１０項の規定による公示がされたものに限

る。） 次号及び第４号に掲げる事項 

(2) 認定こども園（認定こども園法第３条第１項又は第３項の認定を

受けた施設及び同条第１１項の規定による公示がされたものに限

る。） 次号及び第４号に掲げる事項 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（市の責務） （市の責務） 

第４条 市は、法第７条第１項に規定する空家等対策計画を作成し、空家

等の所有者等の適切な管理、空家等の活用の促進その他の空家等に関す

る施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 

第４条 市は、法第６条第１項に規定する空家等対策計画を作成し、空家

等の所有者等の適切な管理、空家等の活用の促進その他の空家等に関す

る施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

（代行措置） （代行措置） 

第６条 市長は、法第２２条第３項の規定による命令を受けた所有者等か

らやむを得ない理由により、当該命令に係る措置を履行することができ

ない旨の申出があった場合において、当該措置を緊急に講ずる必要があ

ると認めるときは、当該所有者等の同意を得て、当該措置を自ら行うこ

とができる。 

第６条 市長は、法第１４条第３項の規定による命令を受けた所有者等か

らやむを得ない理由により、当該命令に係る措置を履行することができ

ない旨の申出があった場合において、当該措置を緊急に講ずる必要があ

ると認めるときは、当該所有者等の同意を得て、当該措置を自ら行うこ

とができる。 

２ （略） ２ （略） 

（公表） （公表） 

第７条 市長は、法第２２条第３項の規定による命令を受けた所有者等が

正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表する

ことができる。 

第７条 市長は、法第１４条第３項の規定による命令を受けた所有者等が

正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表する

ことができる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（空家等対策審議会） （空家等対策審議会） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する

ものとする。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する

ものとする。 

(1) 法第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに (1) 法第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに
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実施に関する事項 実施に関する事項 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 法第２２条に規定する特定空家等に対する措置に関する事項 (3) 法第１４条に規定する特定空家等に対する措置に関する事項 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

３～６ （略） ３～６ （略） 
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議案第８号資料 

 

髙 橋 広 幸 氏 略 歴 

 

（学 歴） 

 

（職 歴） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（就農状況） 
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諮問第１号資料 

井 上 久 子 氏 略 歴 

（学 歴） 

（職 歴） 

（その他の経歴） 

（賞 罰） 
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諮問第２号資料 

 

鈴 木 百 合 子 氏 略 歴 

 

（学 歴） 

 

（職 歴） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他の経歴） 

 

（賞 罰） 
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